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「自治基本条例」とは

自分たちのまちのことを

自分たちで考え、決めていくための

基本となるルール

自分たちのまちのことを

自分たちで考え、決めていくための

基本となるルール

自治を担う市民、議会、行政が果たすべ

き役割、市政運営の原則（情報共有や市民
参画など）、コミュニティの活動のあり方及び
コミュニティへの支援などを定めている
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◆北九州市自治基本条例の
概要とポイント

4

条例の構成

第１章 総則

第２章 市民 第３章 議会 第４章 市長等

第５章 市政運営

第６章 コミュニティ

第７章 国、他の地方自治体等との関係

第８章 条例の見直し

制定趣旨

条例全体に関わる規定
（目的、定義、基本理念等）

今後の条例の取り扱い

各主体の役割等

総論

市政運営の基本原則
市政への市民参画

コミュニティ活動のあり方

市の関わり方

他の団体との関わり方

前 文

各論
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－第１章 総則－
第１条 目的

①市民の意思を適切に反映させた市政運営の実現

②市民の主体的な関与及び市民相互の連携による良好な地域
社会の維持形成を図る

 もって市民を主体とした自治（市民自治）の確立に寄与する

第２条 条例の位置付け

 この条例の趣旨を尊重し、

・ 他の条例等の制定改廃

・ 基本構想等の計画の策定

・ その計画に基づく事業等の実施

などにおいても、本条例との整合性の確保を図る

⇒ 市政運営の基本ルール
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第３条 定義

 「市民」を広く定義

 住民のほか、市外からの通勤・通学者や市内に不動産を所
有する者なども市民とした

第４条 基本理念

 自分たちのまちことは、自分たちで考え、決定していく

 まちづくりに当たっては、「人が大切にされるまち」を実
現することを旨として行うこと

本市にかかわる人々の力
を結集してまちづくりを
行っていくことが不可欠
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－第２章 市民－
 第６条 市民の権利

 人として等しく尊重される、幸福な生活を追求する権利ほか

 第７条 子どもの自治へのかかわり

 それぞれの年齢に応じて自治を担うことができる

 成長できる環境を与えられなければならない

 第８条 市民の責務

 自らの発言と行動に責任、市政運営に伴う負担を分任

 第９条 事業者の責務

 社会的責任を認識し、地域社会の維持及び発展に寄与
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－第３章 議会－

議会の基本的なあり方を規定

議会運営は議会自身が検討、決定すべき事項

 第１０条 議会の基本的役割

 住民の代表機関として「市政上の重要な意思を決定」、「執
行機関を監視」、「政策を積極的に立案」

 第１１条 議会運営

 市民意思の把握、市民に開かれた議会運営

 第１２条 議員の責務

 公正かつ誠実な職務遂行、調査研究活動など
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－第４章 市長等－

 第１３条 市長等の役割及び責務

 市長は、市を統轄し、この条例を遵守し、公正かつ
誠実に市政を運営

 市長は、市民の意思を的確に把握し、市政に反映

 第１４条 職員の役割及び責務

 市民の視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行

 市民及びコミュニティが相互に連携する機会を積
極的に提供（コーディネーター役）

 自己研さんによる職務遂行能力の向上
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－第５章 市政運営－
市政運営の基本原則・市政への市民参画

 第１５条 計画的な行政運営

 第２０条 苦情等へ対応するための仕組み

 市民の苦情、不服等を適切かつ簡易迅速に 処理、解決

 第２１条 情報共有の仕組み

 市が保有する情報の管理運用規程を体系的に整備

 第２２条 市民参画制度の体系的な整備

 これまで個別に進められてきた市民参画制度の体系化

 第２３条 パブリックコメント手続の実施

 第２４条 市民の意見及び提案

 第２５条 住民投票

 特に重要な事項について、事案ごとに、別に条例で定め、住民投票を
実施することができる
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－第６章 コミュニティ－

 第２６条 コミュニティの活動のあり方

 市民は、コミュニティ活動に自由に参加できる

 市民は、コミュニティ活動への参加を通じて、共生
する地域社会の維持形成に努める

 第２７条 コミュニティへの支援等

 市は、コミュニティに積極的に支援

 支援は、コミュニティに身近な区役所を最大限に
活用
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－第７章 国、他の地方公共団体等との関係－

（第２８条）

 国・県と対等な立場で相互に協力、積極的な意見提
出や政策提案

 国内外の団体との交流、連携、協力

－第８章 条例の見直し－（第２９条）
 検討機関の設置
 市政が条例の趣旨に沿って運営されているかどうかを評

価し、条例の見直しを検討

 ５年を超えない期間ごとに条例を見直し

“市民が育てる条例”


